
　

公益財団法人　竜王会館

自：令和２年４月　１日

至：令和３年３月３１日

令和２年度

事 業 計 画 書



１.公益目的事業

◇野﨑家塩業歴史館の運営

・開館日数：年間３００日以上

・入館者：年間３０，０００人

◇行事等 ・「倉敷雛めぐり」協賛 （２月～３月）

◇企画展 ・備前焼展 （４月～６月）

（高原卓史先生を中心に現代アートを展示）

・むかしのキカイな道具展 （６月～９月）

（明治大正時代のキカイな道具を紹介）

・小田海僊展 （９月～１１月）

（花鳥に人物・山水と何でも描けた海僊を展観）

・カレンダーに使用した作品展 （１１月～１月）

（所蔵品からカレンダーに使用した作品などを展示）

・野﨑家のお雛様展                 　 （２月～３月）

（野﨑家に伝わる雛人形を約２００点展示）

◇他館への資料貸出予定

◇他館から資料借用

茶道資料館 R2.4.15～6.21一燈とその時代

借用先
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会場 展覧会名称

速水宗達筆
「瓢画賛」他8件

岡山県古代吉備
文化財センター

第１展示館 4.1～3.31

期間 貸出資料

借用資料

製塩土器2件

期間展示場所



◇教育普及 ・展示解説

入館者に重要文化財建造物や野﨑家の歴史を解説する。

・ワークショップ

塩づくり体験を通じて製塩業の歴史を解説する。

・博物館学芸員実習生の受け入れ

学芸員資格取得を目指す学生を受け入れる。

・職場体験（インターンシップ）の受け入れ

地域の学生の職場体験を受け入れる。

◇文化財保存 ・重要文化財建造物

耐震診断

保存修理

・美術工芸品

書画保存修理

◇調査研究 ・文書資料の整理及び所蔵品のデータベース化を行う。

・外部専門家の協力により所蔵品の詳細な調査研究を行う。

・研究者への文書資料公開及び提供を行う。

◇広報活動 ・教育普及活動及び企画展等を周知させるため、報道関係へ取材協力する。

・新聞等の広告掲載やインターネットを利用した広報活動を行う。

２.収益事業

◇不動産賃貸業 ・法人が所有する不動産の貸付業を附属的に行う。

３.管理事業

◇評議員会及び理事会の開催

・令和元年度決算審議のための評議員会、理事会を開催する。

・令和３年度予算審議のための理事会を開催する。

◇官庁届出、報告事項

・令和元年度の事業報告書、決算報告書を岡山県へ提出する。


